
新

権擁護委員協議会須高

規

地区協議会総会 長野人

完

権擁護委員協議会須高

了

地区協議会総会

長野人

事

権擁護委員協議会須高

業

地区協議会研修会 長野

ゼ

人権擁護委員協議会須

ロ

高地区協議会研修会

予算事業 担当者

全体計画 経費区分 内線

事務事業名

所　　属

施　　策

会計
予算

科目
科目

事業

事業目的 事業概要・効果 

ＰＬＡＮ－ＤＯ

年度実績及び予定

平成27年度　実績 平成28年度　実績

平成29年度　実績 平成30年度　実績

平成31年度　実績 令和 2年度　予定

内部評価【二次】 1頁

令和　２年度　行政評価事業別シート

実計対象 □ 評価対象 ■ 新規 □ 完了事業 □ ゼロ予算事業 □ 担当者 髙瀬英和

全体計画 経費区分 － 内線 3231

事務事業名 4146 人権擁護事業

所　　属 131000 社会共創部・人権同和政策課

施　　策 07013600 人権が尊重される社会の実現

会計 01 一般会計
予算

科目 030401 民生費・人権同和政策費・人権同和政策総務費
科目

事業 040000 人権擁護事業

事業目的 事業概要・効果 

憲法で国民に保障されている基本的人権を擁護し、自 人権の花を咲かせるために人権擁護委員の活動を支援

由人権思想の普及高揚を図る取組をしている人権擁護 することで、人権啓発活動等を進展する一助とする。

委員の活動を支援し、人権擁護活動について広く市民

へ周知を図る。

ＰＬＡＮ－ＤＯ

年度実績及び予定

平成27年度　実績 平

内

成28年度　実績

特設

部

相談所（よろずなんで

評

も相談）の開設　12

価

回　 特設相談所（よろ

【

ずなんでも相談）の開

二

設　12回　

長野人権

次

擁護委員協議会須高地

】

区協議会総会 長野人権

1

擁護委員協議会須高地

頁

区協議会総会

長野人権

令

擁護委員協議会須高地

和

区協議会研修会　 長野

　

人権擁護委員協議会須

２

高地区協議会研修会

平

年

成29年度　実績 平成

度

30年度　実績

特設相

　

談所（よろずなんでも

行

相談）の開設　12回

政

　 特設相談所（よろず

評

なんでも相談）の開設

価

　12回　

長野人権擁

事

護委員協議会須高地区

業

協議会総会 長野人権擁

別

護委員協議会須高地区

シ

協議会総会

長野人権擁

ー

護委員協議会須高地区

ト

協議会研修会 長野人権

実

擁護委員協議会須高地

計

区協議会研修会

平成3

対

1年度　実績 令和 2

象

年度　予定

特設相談所

評

（よろずなんでも相談

価

）の開設　12回 特設

対

相談所（よろずなんで

象

も相談）の開設

長野人



託職員 0.0 0.0
（人）

臨時職員 0.1 0.1

正規職員 726.5 726.5

人　員 嘱託職員 0.0 0.0

コスト 臨時職員 129.8 129.8

計 856.3 856.3

市民一人当たりの経費 0.0 0.0

総額 1,186.3 1,176.3

（単位：千円）

平成31年度決算　事業費の内訳

主な節 金額 内容

8節  報償費 0

消耗品88
11節 需用費 88

13節 委託費 0

15節 工事請負費 0

負担金240（長野人権擁護委員協議会168、須坂市人権擁護委員72）
19節 負担金補助及び交付金 240

役務費2（郵便料2）
そ

内

の他 2

部評価【二次】 2頁

指 標 名

算　　式 単位

年　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

目 標
目 標 値

実 績

指標選定

の 理 由

最終年度

目標の根拠

指 標 名

算　　式 単位

年　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

目 標
目 標 値

実 績

指標選定

の 理 由

最終年度

目標の根拠

指 標 名

算　　式 単位

年　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

目 標
目 標 値

実 績

指標選定

の 理 由

最終年度

目標の根拠

事業費 （単位：千円）

平成31年度 令和 2年度

決　　　算 予　　　算

事業費

国庫支出金

特 定 都道府県支出金

財 源 地方債

その他

一般財源

正規職員
人員数

嘱託職員
（人）

臨時職員

正規職員

人　員 嘱託職員

コスト 臨時職員

計

市民一人当たりの経費

総額

（単位：千円）

平成31年度決算　事業費の内訳

主な節 金額 内容

8節  報償費

11節 需用費

13節 委託費

15節 工事請負費

19節 負担金補助及び交付金

その他

内部評価【二次】 2頁

指 標 名 無し

算　　式 単位 ％

年　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

目 標
目 標 値

実 績

指標選定

の 理 由

最終年度

目標の根拠

指 標 名

算　　式 単位

年　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

目 標
目 標 値

実 績

指標選定

の 理 由

最終年度

目標の根拠

指 標 名

算　　式 単位

年　　度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 令和 2年度

目 標
目 標 値

実 績

指標選定

の 理 由

最終年度

目標の根拠

事業費 （単位：千円）

平成31年度 令和 2年度

決　　　算 予　　　算

事業費 330 320

国庫支出金 0 0

特 定 都道府県支出金 0 0

財 源 地方債 0 0

その他 0 0

一般財源 330 320

正規職員 0.1 0.1
人員数

嘱



委

有効

・行政内部の管理

託

上の課題解決に貢献し

費

ているか

・事業の目的

1

が達成できるような事

4

業内容になっているか

節

相談所の開設により、

 

人権問題解決の機会を

工

確保している。

評  

事

 価

コメント

・成果を

請

落とさずにコストを削

負

減する方法はあるか

効

費

 率 性 ・効率性向上

1

に努めているか 変わら

8

ない

・使用料などの受

節

益者負担や補助対象事

 

業の範囲など、財源確

負

保の余地はないか

人権

担

擁護委員の役割や、相

金

談所の開設について、

補

市報、HP、隣組回覧

助

等により引き続き広報

及

していく。

相談者の人

び

権問題解決に結びつく

交

よう、人権擁護委員と

付

の連携を図る。
評  

金

 価

コメント

振り返り

そ

（決算年度の取組み課

の

題）

人権擁護委員によ

他

る自主的活動として事

Ｃ

業を計画、開催してい

Ｈ

ただいている。

人権擁

Ｅ

護委員の役割や相談所

Ｃ

の開設について引き続

Ｋ

き広報するとともに、

個

相談者の人権問題解決

別

に結びつくよう、人権

評

擁

護委員との連携を図

価

る。

項目 評価観点 評価内容

・市民の生命・財産を守るため市が実施することが必要不可欠な事業であるか

・行政内部の管理運営上必要な事業であるか

必 要 性 ・市が主体となり実施すべき事業か

・法的な根拠や公的関与の妥当性はあるか

・目的は結果（施策の目指す理想）に結びついているか

評   価

コメント

・事業の成果は上がっているか

・目標に対する達成度は十分か

有 効 性 ・市民生活上の課題解決に貢献しているか

・行政内部の管理上の課題解決に貢献しているか

・事業の目的が達成できるような事業内容になっているか

評   価

コメント

・成果を落とさずにコストを削減する方法はあるか

効

内

 率 性 ・効率性向上

部

に努めているか

・使用

評

料などの受益者負担や

価

補助対象事業の範囲な

【

ど、財源確保の余地は

二

ないか

評   価

コメ

次

ント

振り返り（決算年

】

度の取組み課題）

3頁

（単

内

位

部評価【二次】 3頁

（ ：単位：千円）

令和 2

千

年度当初予算　事業費

円

の内訳

主な節 金額 内容

）

7節  報償費 0

消耗

令

品78
10節 需用費

和

78

12節 委託費 0

 

14節 工事請負費 0

2

負担金239（長野人

年

権擁護委員協議会16

度

7、須坂市人権擁護委

当

員72）
18節 負担

初

金補助及び交付金 23

予

9

役務費3（郵便料3

算

）
その他 3

ＣＨＥＣＫ

　

個別評価

項目 評価観点

事

評価内容

・市民の生命

業

・財産を守るため市が

費

実施することが必要不

の

可欠な事業であるか

・

内

行政内部の管理運営上

訳

必要な事業であるか

必

主

 要 性 ・市が主体と

な

なり実施すべき事業か

節

高い

・法的な根拠や公

金

的関与の妥当性はある

額

か

・目的は結果（施策

内

の目指す理想）に結び

容

ついているか

人権擁護

7

委員の存在や相談支援

節

活動を市民に周知する

 

ことで、人権問題の解

 

決に結びつけていく。

報

人権擁護委員による「

償

特設よろずなんでも相

費

談」を毎月第３火曜日

1

に人権交流センターで

0

実施（６月、12月は

節

評   価
シルキーホ

 

ール）。市報やHP、

需

隣組回覧により周知し

用

ている。
コメント

・事

費

業の成果は上がってい

1

るか

・目標に対する達

2

成度は十分か

有 効 

節

性 ・市民生活上の課題

 

解決に貢献しているか



コメント

内部評価【二次】 4頁

ＡＣＴＩＯＮ

１次評価 ２次評価

次年度以降の方向性 総合計画に沿って継続 次年度以降の方向性 総合計画に沿って継続

総合評価コメント ２次評価コメント

人権擁護委員の役割や相談所の開設について引き続き 人権擁護委員の活動を支援し、相談窓口の

内

充実を図る

広報すると

部

ともに、相談者からの

評

様々な人権問題の解 。

価

決に向けて、人権擁護

【

委員を協力するととも

二

に、関係

機関と連携を

次

図る必要がある。

外部

】

評価

次年度以降の方向

4

性

外部評価コメント

頁

ＡＣＴＩＯＮ

１次評価 ２次評価

次年度以降の方向性 次年度以降の方向性

総合評価コメント ２次評価コメント

外部評価

次年度以降の方向性

外部評価


